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１

　震災前に信用組合の営業地区内に居住していたものの、組合員でなかった一時
的避難者から、帰還後を見据えて新たに組合員になりたいといった要望があること
から、「会員（組合員）資格」について、「地震が発生する前に組合員であった者」に
限定することなく、「地震が発生する前に信用組合の営業地区内に居所等を有して
いた一時的な避難者」とするよう所要の修正をお願いしたい。

　今回の改正は、法令の「会員（組合員）資格」のうち、震災の影響により一時的に避
難している者を「地区内」の者として扱うことの解釈を示したものであることから、ご意
見を踏まえ、修正することとします。
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